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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  前面にタッチパネル、背面にバックライト
（ＢＬ）が付いた液晶表示部を有するＰＣ用液晶表示装
置において、ＢＬをより長寿命化させると共に、ＢＬの
一時消灯時のタッチパネルに対する不用意な接触による
機械の誤動作を防ぐ。
【解決手段】  ＰＣと共有する電源用スイッチ４の他に
ＢＬ専用スイッチ５を設け、かつＢＬの点灯、消灯に連
動しタッチパネル２ａをアクティブ、非アクティブにす
る手段５、１８を設けた液晶表示装置。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  前面にタッチパネルを背面にバックライ
トを取付けた液晶表示部を有する、パーソナルコンピュ
ータ用液晶表示装置であって、該液晶表示装置は電源及
び該電源用スイッチをパーソナルコンピュータと共有
し、さらに該液晶表示装置は該電源用スイッチとは別に
前記バックライトを点灯・消灯するバックライト用スイ
ッチを有し、かつ該バックライトの点灯、消灯に連動し
前記タッチパネルをアクティブ、非アクティブにする手
段を有することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】  前記電源用スイッチと前記バックライト
用スイッチはそれぞれ独立してユーザーが操作できるこ
とを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項３】  前記バックライトの点灯時は前記タッチ
パネルはアクティブ、消灯時は非アクティブになること
を特徴とする請求項１又は２記載の液晶表示装置。
【請求項４】  前記バックライト用スイッチに連動し
て、該スイッチと前記電源用スイッチの状態を通知する
通知手段を有することを特徴とする請求項１～３いずれ
かに記載の液晶表示装置。
【請求項５】  前記通知手段は発光ダイオードを具備す
ることを特徴とする請求項４記載の液晶表示装置。
【請求項６】  前記通知手段はネットワークを通じて他
のデバイスに通知することを特徴とする請求項４又は５
記載の液晶表示装置。
【請求項７】  前記通知手段は、前記バックライト消灯
時にも前記液晶表示部に画像データを表示する事によっ
てユーザーに通知することを特徴とする請求項４～６い
ずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項８】  前記液晶表示部と、前記電源及び前記電
源用スイッチを含むコンピュータ部とはそれぞれ別の筐
体に収容されており、これらはケーブルで結ばれている
ことを特徴とする請求項１～７いずれかに記載の液晶表
示装置。
【請求項９】  前記液晶表示部と、前記電源及び前記電
源用スイッチを含むコンピュータ部とは一つの筐体に収
容されることを特徴とする請求項１～７いずれかに記載
の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明はパーソナルコンピュ
ータ用の液晶表示装置に関し、詳しくは該液晶表示装置
のバックライトの点灯スイッチに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示部を有するパーソナルコンピュ
ータにおいて、それらを構成する部品の内最も寿命が短
いのは、液晶表示部内の液晶ディスプレイ本体（以下Ｌ
ＣＤ本体と略す）の背面にある光源いわゆるバックライ
ト（以下ＢＬと略す）である。従来はＢＬの寿命が来た
としてもその部品のみの交換が可能であった。しかしな
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がら近年、構造的に簡素化し薄型化するためにＬＣＤ本
体とＢＬを１つのユニットとして液晶表示部を構成する
ようになった。そのためにＬＣＤ本体が寿命でなくても
ＢＬの交換のために液晶表示部全体（ＬＣＤ本体＋Ｂ
Ｌ）を交換せざるを得なくなっている。またＢＬの平均
寿命が約２万時間といわれており、１日８時間の使用を
想定すると約７年間使用可能となっており製品寿命から
して問題は生じなかったが、近年パーソナルコンピュー
タもサーバー化が進み２４時間運転が通例となるとＢＬ
の寿命は約２年であり、ＢＬの交換もしくはＢＬの延命
の必要性が生ずる。先にも述べたようにＢＬ交換は使用
可能なＬＣＤ本体までも交換してしまうので、コスト的
見地より問題がある。よってこのＢＬの延命のため種々
の方法が用いられてきた。
【０００３】図４は従来の液晶表示装置の構成を示す一
例である。１はＣＰＵ部、２は背面にバックライトを有
する液晶表示部、３はスイッチング電源、４は電源スイ
ッチである。ＡＣライン７ａより供給された電気は電源
スイッチ４を介してスイッチング電源３に供給され、そ
こで交流から直流に変換される。この直流はＣＰＵ部１
と液晶表示部２にＤＣライン２０ａ、２０ｂを通じて供
給される。液晶表示部２には、ＶＧＡライン１２を通じ
てＣＰＵ部１からの表示情報等が入力される。またＬＣ
Ｄ２前面の表示領域には、加圧することでＣＰＵ１から
その加圧位置を示すためのタッチパネル２ａが装着され
ている。
【０００４】今この装置が使用者からの入力待ちの状態
をある一定時間続けると、ＣＰＵ部１から液晶表示部２
に画像信号が送信されなくなり、画面が無信号状態にな
る。このことをＢＬ用の点灯回路（不図示）が判断して
ＢＬそのものを消灯する（以下サスペンド状態と称す）
ことにより、ＢＬの延命を図っている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記従来
例は、使用者が画面を操作しなくなってから、画像信号
が無くなり、ＢＬが消灯するまでに、短くは設定可能で
はあるが一定の時間が必要である。
【０００６】また上記ＢＬもしくは画面が消えた状態で
もタッチパネルがＯＮであると、不用意にタッチパネル
をさわったときに意図しない動作をさせてしまう可能性
がある。さらには上記サスペンド状態を解除する場合、
これはタッチパネルの画面にさわることによって行える
が、この場合も解除とともに不用意な動作を誘発してし
まう可能性がある。
【０００７】そこで本発明は、パーソナルコンピュータ
用液晶表示装置のバックライト（ＢＬ）をより長寿命化
させると共に、ＢＬの一時消灯時のタッチパネルに対す
る不用意な接触による誤動作を防ぐことを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】上記目的は、ＢＬの点灯
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スイッチを装置全体の電源スイッチとは別途設け、ＢＬ
の点灯不要時にはこのＢＬ用スイッチによりＢＬのみを
消灯できるようにし、かつＢＬの点灯、消灯に連動して
タッチパネルをアクティブ（操作可能状態）、非アクテ
ィブ（操作不能状態）とする手段を設けることによって
達成された。
【０００９】すなわち、本発明の液晶表示装置は、前面
にタッチパネルを背面にバックライトを取付けた液晶表
示部を有する、パーソナルコンピュータ用液晶表示装置
であって、該液晶表示装置は電源及び該電源用スイッチ
をパーソナルコンピュータと共有し、さらに該液晶表示
装置は該電源用スイッチとは別に前記バックライトを点
灯・消灯するバックライト用スイッチを有し、かつ該バ
ックライトの点灯、消灯に連動し前記タッチパネルをア
クティブ、非アクティブにする手段を有することを特徴
とする。
【００１０】
【発明の実施の形態】本発明の液晶表示装置において、
前記電源用スイッチと前記バックライト用スイッチはそ
れぞれ独立してユーザーが操作できることが好ましい。
これにより、ＢＬ点灯不要時には、画面表示（及びタッ
チパネル）以外の機能を停止させることなくＢＬのみを
消灯することができる。
【００１１】本発明の好ましい態様において、前記バッ
クライトの点灯時は前記タッチパネルはアクティブ、消
灯時は非アクティブになる。
【００１２】また本発明の液晶表示装置は、前記バック
ライト用スイッチに連動して、該スイッチと前記電源用
スイッチの状態を通知する通知手段を有することが好ま
しい。これにより、ＢＬのみがｏｆｆ状態なのか、装置
の電源自体がｏｆｆなのかをユーザーが容易に判別する
ことができる。
【００１３】前記通知手段の具体例としては、発光ダイ
オードを具備したり、ネットワークを通じて他のデバイ
スに通知したり、あるいは前記バックライト消灯時にも
前記液晶表示部に画像データを表示する事によってユー
ザーに通知することができる。
【００１４】前記液晶表示部と、前記電源及び前記電源
用スイッチを含むコンピュータ部とは、一つの筐体に収
容されていても良いし、それぞれ別の筐体に収容されて
ケーブルで結ばれていても良い。
【００１５】
【実施例】以下、本発明の実施例を説明する。図１は、
本発明の液晶表示装置の一実施形態を示すブロック図で
ある。符号１はＣＰＵ部、２は液晶表示部で液晶ディス
プレイ本体（ＬＣＤ本体）とバックライト（ＢＬ）を包
含している。３は装置全体に直流電流を供給する電源、
４は装置全体への電源供給を入り切りする電源スイッ
チ、５は液晶表示部２のＢＬへの電源の供給を入り切り
するＢＬスイッチ、６はＢＬスイッチ５の状態や装置全
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体への電源供給の状態を表示する表示部（通知手段）、
７ａ、７ｂはＡＣライン、８はＢＬスイッチ５に直流を
供給するＤＣライン、９はＣＰＵ部１に直流を供給する
ＤＣライン、１０は表示部６に装置の状態を伝える情報
ライン、１１は液晶表示部２のＢＬに直流を供給するＤ
Ｃライン、１２はＣＰＵ部１より液晶表示部２に画像を
映し出すための信号を送るＶＧＡラインである。ＶＧＡ
ライン１２の中にはＢＬとは別にＬＣＤ本体に表示のた
めの電流も供給する。また液晶表示部２の前面には透明
なタッチパネル２ａが装着されており、このタッチパネ
ル２ａの表面を加圧することによりＣＰＵ部１がその加
圧された位置を認識し、液晶画面上のポインターも加圧
位置に応じて動かす。
【００１６】今、ＡＣライン７ａより供給された交流電
流は電源スイッチ４、ＡＣライン７ｂを介して電源３に
導かれる。この時電源スイッチ４は入りの状態である。
供給された交流は、電源３によって直流に変換され、Ｄ
Ｃライン８、９に送られる。直流を受けたＣＰＵ部１は
動作を開始し液晶表示部２にＶＧＡライン１２経由で信
号を送る。直流を受けた他方のＢＬスイッチ５はそのス
イッチ動作によって、液晶表示部２のＢＬに直流を供給
したり止めたりすることができる。またこの時のスイッ
チ４、５等の状態を情報ライン１０を経由して表示部６
（この場合は発光ダイオード（ＬＥＤ））に送ること
で、ＢＬの点灯又は消灯、電源のｏｎ又はｏｆｆをユー
ザーに視覚的に確認させることができる。もしくは液晶
表示はされているので、ＢＬがｏｆｆでも電源スイッチ
４がｏｎであることはユーザーは認知できる。
【００１７】図２は本発明の液晶表示装置のＢＬスイッ
チ５及びその周辺の詳細な回路図である。２点鎖線で囲
われた部分５が前記ＢＬスイッチであり、１点鎖線で囲
われた部分６が前記表示部である。また３は前記電源で
ある。１３は電源分配部で、１４（斜線部）は二極単投
のスイッチである。Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４は抵抗器、
Ｔ１はトランジスタ、ＬＥＤ１、ＬＥＤ２は発光ダイオ
ードでありＬＥＤ１は緑色、ＬＥＤ２は赤色であり、そ
してＧＮＤと指示された部分は接地部である。１６はイ
ンバータ、１７はタッチパネル２ａを駆動するタッチパ
ネルコントロール基板でありタッチパネル２ａに接続さ
れている。１８はタッチパネル２ａの駆動回路をｏｎ、
ｏｆｆするスイッチであり、片側はタッチパネルコント
ロール基板１７に、もう一方はＣＰＵ１に接続されてい
る。
【００１８】今、３より供給された電源は電源分配部１
３で二つに分配される。一方はスイッチ１４の一極につ
ながれ、前記スイッチのｏｎ、ｏｆｆ（ｘ側がｏｆｆ、
ｙ側がｏｎ）によって液晶表示部２のＢＬへの電源の入
り切りを行う。電源分配部で二分されたもう一方の電源
はそのままＬＥＤ１、Ｒ３へと供給される。電源３が供
給された場合すなわち図１の電源スイッチ４がｏｎの
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時、先に述べたスイッチ１４の状態に関わらず、ＬＥＤ
１は点灯する。
【００１９】さらにＬＥＤ１に供給された電源はＲ１、
及びトランジスタＴ１のコレクタにも供給される。この
時スイッチ１４がｘ側にあると（ＢＬは消灯）、トラン
ジスタＴ１のベースに電圧がかかりトランジスタのコレ
クタからエミッタに電流が流れる。この後Ｒ２に流れる
電流が分岐されＬＥＤ２、Ｒ４へと流れ、ＬＥＤ２は点
灯する。スイッチ１４がｙ側にあるとき（ＢＬは点灯）
は、トランジスタＴ１のコレクタからエミッタには電流
は流れずＬＥＤ２は消灯している。
【００２０】以上により、電源スイッチ４がｏｆｆのと
きはＬＥＤはすべて消灯、電源スイッチ４がｏｎでスイ
ッチ１４がｘ側のときすなわちＢＬが消灯のときはＬＥ
Ｄ１、ＬＥＤ２両方が点灯、電源スイッチ４がｏｎでス
イッチ１４がｙ側のときすなわちＢＬが点灯の時、ＬＥ
Ｄ１（緑）のみ点灯となる。なお電源スイッチ４とスイ
ッチ１４は独立して操作可能なので、ユーザーがＢＬの
みをスイッチ１４を操作することで点灯消灯させること
ができ、つまり液晶表示部２を見て操作するときのみユ
ーザーはＢＬを点灯すればよくＢＬの寿命が延びる。
【００２１】一方、ＢＬ点灯時、点Ｚより分岐したＬＯ
Ｗ（ＧＮＤ）信号はインバータ１６に送られＨＩＧＨに
なる。その後、その信号はスイッチ１８に送られスイッ
チｏｎになりタッチパネルコントロール基板１７からＣ
ＰＵ部１に対してタッチパネル２ａの通信信号が送ら
れ、その信号を元に液晶表示画面上のポインタに連動す
る。またＢＬ消灯時は、Ｃ点より分岐したＨＩＧＨ信号
はインバータ１６によってＬＯＷになり、スイッチ１８
はｏｆｆになる。このことで、タッチパネル２ａからの
通信信号は途絶え、液晶画面上のポインタとは切り離さ
れる。この事はＣＰＵ部１の動作に何ら影響を与えない
ので、液晶表示部２を見ないで操作するユーザーたとえ
ばネットワークから本ＣＰＵ部１を操作する場合でも、
本ＣＰＵ部１の動作を妨げない。すなわち省電力モード
を設定しなくてよいので、省電力モード時にネットワー*
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*クから本ＣＰＵ部１に通信するとき通常使用するまでの
通信が途絶えてしまう事を避けることができる。
【００２２】図３は第２の実施例であり、液晶表示部
２、ＢＬスイッチ５及び表示部６が一つの筐体Ａに、Ｃ
ＰＵ部１、電源３及び電源スイッチ４がもう一つの筐体
Ｂに組み入れられており、これらは画像信号送信ライン
やＤＣラインを一つにまとめた集合ケーブル１５によっ
てつながれている。本実施例において第１の実施例と同
様の効果を得ることができる。なお上記筐体が結合され
１つの筐体としても上記効果は変わらない。
【００２３】
【発明の効果】以上説明したように、本発明のパーソナ
ルコンピュータ用液晶表示装置は、バックライトＢＬの
点灯スイッチを装置全体の電源スイッチとは別途設けた
ことにより、ＢＬ点灯不要時にはＢＬのみ消灯すること
が可能でありＢＬの長寿命化を図ることができる。ＢＬ
消灯時にはタッチパネルそのものの動作も停止させるこ
とで、誤操作の防止につながる。
【００２４】また本発明は、ＢＬの点灯スイッチを装置
全体の電源スイッチとは独立に操作可能なため、ＢＬ点
灯不要時には画面表示以外の機能を損ねることなく消灯
が可能となり、ＢＬの長寿命化とともに、機能低下を防
ぐことができる。さらにはＢＬ消灯時に装置の状況をユ
ーザーに認知させる手段を有することで、誤操作を防止
することもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の液晶表示装置のブロック図である。
【図２】  本発明の液晶表示装置のバックライトスイッ
チ周辺の回路図である。
【図３】  本発明の液晶表示装置の第２の形態を示すブ
ロック図である。
【図４】  従来の液晶表示装置のブロック図である。
【符号の説明】
１：ＣＰＵ部、２：液晶表示部、２ａ：タッチパネル、
３：電源、４：電源用スイッチ、５，１４：バックライ
ト用スイッチ、６：表示部、１５：集合ケーブル。
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